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傘 広告宣伝用自動車の贈与

Q:当社ではこの度、広告宣伝の一環とし
て、車体全面に当社名及び当社の製品名を塗

装した自動車を得意先に贈与することにしま

した ◎

ところで、この自動車の取得及び塗装に要

する費用は、広告宣伝費として処理できます

か。

A:広告宣伝費としては処理できません。

繰延資産として計上し、自動車の耐用年数の

10分の7に相当する年数で償却します。

【解説】

法人が自己の製品等の広告宣伝の用に供す

る資産（看板、ネオンサイン、陳列棚、自動

車等）を小売店等に贈与した場合（その資産

を取得することを条件として金銭を贈与した

場合又はその贈与した資産の改良等に充てる

ために金銭を贈与した場合を含みます）又は

著しく低い対価で譲渡した場合におけるその

資産の取得価額又はその資産の取得価額から

譲渡価額を控除した金額に相当する費用は、

税務上、繰延資産として取り扱うこととされ

ています。

したがって、ご質問の場合、自動車の贈与

に要した費用は、繰延資産として計上しなけ

ればならず、その償却期間はその自動車の耐

用年数の10分の7に相当する年数（最高5

年）となります。

なお、支出に要した費用が少額なもの

(20万円未満）については、支出年度にお

いて一時に損金の額に算入することが認めら

れています。
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